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福島市一般健康診査実施要綱 

              (生活保護受給者等健康診査) 

（目的） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１７条第１項及び第１９条の

２に基づき、生活習慣病などの疾患またはその危険因子を早期に発見し、保健指導及び適切な

医療へ結びつけることによって、市民の健康保持と増進を図ることを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 健康診査を受けることができる者は、本市に住民基本台帳法（昭和６２年法律第８１号）

の住民基本台帳に登録を有し、次の各号いずれかに該当する者とする。 

 一 ４０歳（年齢の算定にあたっては、年度内に対象年齢に達する者を含む。以下同じ。）以

上７４歳以下の者で、高齢者の医療確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高確

法」という。）第２０条の規定よる特定健康診査の対象とならない者 

 二 ７５歳以上の者で、高確法第５１条第１号または第２号に規定する者 

 

 （実施回数） 

第２条の２ 実施回数は、原則として年一回とする。 

 

（実施方法） 

第３条 第２条第１号に該当する者は、国保特定健康診査に準じ個別健康診査及び集団健康診

査とし、同条第２号に該当する者は、後期高齢者健康診査に準じ個別健康診査のみでの実施と

する。 

 

（個別健康診査） 

第４条 個別健康診査は、市長が一般社団法人福島市医師会（以下「福島市医師会」という。）

に委託し、福島市医師会に登録した国民健康保険特定健康診査（個別）登録医療機関（以下「実

施医療機関」という。）が実施するものとする。 

２ 実施期間及び検査項目は、市長が別に定めるものとする。 

 

（集団健康診査） 

第５条 集団健康診査は、市長が公益財団法人福島県保健衛生協会（以下「保健衛生協会」とい

う。）に委託し、実施するものとする。 

２ 実施期間及び検査項目は、市長が別に定めるものとする。 
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（実施報告及び事後指導） 

第６条 実施医療機関は、受診者に健康診査の結果を通知すると共に結果に合わせて生活習慣

病に関する基本的な知識などの必要な情報を提供し、相談及び指導するものとする。 

２ 実施医療機関は、前項の結果について速やかに市長へ報告しなければならない。 

 

（自己負担金の徴収） 

第７条 健康診査に係る費用については、市長が別に定めるものとする。 

 

（委託料金） 

第８条 市長は、福島市医師会及び保健衛生協会と業務委託の契約を締結し、支払うものとする。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、一般健康診査の実施に必要な項目については、市長が別

に定めるものとする。 

 

 

附 則 この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 この要綱は、平成２３年５月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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福島市一般健康診査（生活保護者受給者等健診）（個別）実施要領 

 

福島市一般健康診査実施要綱に基づく一般健康診査（医療機関個別方式）を福島市医師会に

委託し、次の要領により実施する。  

 

１  対象者  

  福島市に住民登録を有する４０歳以上７４歳以下の者であって、高齢者の医療確保に関す

る法律第２０条の特定健診の対象とならない者、及び７５歳以上で同法第５１条第１号また

は第２号に規定する者とする。また、実施回数は１人年１回とする。  

 

２  実施期間  

  実施期間は、毎年６月１日から１０月３１日までとする。  

 

３  検査項目  

(1)基本的な検査項目  

問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲※）、理学的検査（身体診察）、血圧測定、生

化学検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール、ＡＳＴ（ＧＯＴ）・

ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ―ＧＴ（γ－ＧＴＰ））、血糖検査（空腹時血糖または随時血糖及び

ヘモグロビンＡ１ｃ）、尿検査（尿糖、尿蛋白）とする。  

(2)追加検査項目  

生化学検査（血清クレアチニン、尿酸）、尿検査（尿潜血）とする。  

(3)詳細な検査項目  

貧血検査等（ヘマトクリット、血色素、赤血球数、白血球、血小板）、心電図検査（ 12 誘

導心電図）、眼底検査とし、福島市国保特定健診の判断基準に準じ選択的に実施する。  

＊なお、健診当日７５歳以上は腹囲、及び追加検査は実施しない。  

 

４  実施医療機関  

  一般健康診査を行う医療機関は、福島市医師会に登録した実施医療機関とする。なお、実

施医療機関名は市政だより等で周知するものとする。  

 

５  検診料と自己負担金  

  検診料は別表１のとおりとする。また、受診者の自己負担金は徴収しない。  

  

６  申込み方法  

  対象者で一般健康診査を希望する者は、直接実施医療機関窓口に電話等で申し込みを行う。 

 

７  実施方法  

実施医療機関は次により実施する。  
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①  申込みの受付  
受診対象者であること及び保険診療にあたらないことを確認し、

受診当日の留意事項・持参物を説明する。  

②  

受診券（国保特定

健康診査受診券と

同等）の確認  

受診券を回収する。  

国保及び後期高齢者医療の被保険者でないことは、本人が口頭で

申し出る。  

③  問診票の記入  

４０～７４歳の者は国保特定健診用問診票（別紙１）を、７５歳

以上の者は後期高齢者健診用問診票（別紙２）を使って問診を実

施する。  

④  
受診者への結果  

説明  

国民健康保険特定健康診査の基準及び後期高齢者健診の基準に

従い所定の方法で判定し、結果報告書を作成、受診者に速やかに

結果を説明する。  

 

８  実施報告  

  実施医療機関は、健診結果を厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとし

て作成し、作成した電子データファイルが収録された電子媒体に、様式［１］一般健康診査

実施報告書を添付し、実施月の翌月１５日まで福島市に提出する。  

 

９  事後指導  

  実施医療機関は、「受診勧奨」の者に対しては的確な受診指導、「生活習慣改善の必要あり」

の者に対しては必要な生活指導を行うものとする。  

 

  附  則   この要領は、平成２９年  ４月  １日より施行する。  

附  則   この要領は、平成３０年  ４月  １日より施行する。  

附  則   この要領は、平成３１年  ４月  １日より施行する。  

附  則   この要領は、令和  ２年  ４月  １日より施行する。  

附  則   この要領は、令和  ４年  ５月  １日より施行する。  

附  則   この要領は、令和  ５年  ５月  １日より施行する。  

  

（別表１）福島市一般健康診査検査料 

検査項目  検査料 

基本項目（必須項目）  8,954 円 

血清クレアチニン  121 円 

血清尿酸検査  121 円 

尿潜血検査  22 円 

貧血検査等 231 円 

心電図検査  1,430 円 

眼底検査（両眼）  2,035 円 
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⑪
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⑫
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⑨
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①
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②
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、
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を
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？
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感
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、
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を
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を
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⑤
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受
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膜
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膜
症

４
：

増
殖

網
膜

症

（
そ

の
他

の
所

見
）

網
膜

色
素

変
性

症

黄
斑

変
性

症

老
人

性
白

内
障

0
2
0
7
.

0
2
1
0
.

0
1
0
2
.

0
2
0
1
.

0
2
0
2
.

光
凝

固
術

後
ま

た
は

瘢
痕

0
2
0
3
.

乳
頭

陥
凹

3
6
.9

4
,0

0
0

～ 9
,5

0
0

網
膜

静
脈

分
岐

閉
寒

症

1
.　

所
見

あ
り

　
　

2
.　

所
見

な
し

3
交

叉
現

象
(+

+
)

銅
線

動
脈

(+
)

2

軽
度

ま
た

は

高
度

細
動

脈
狭

細
・

口
径

不
同

3

1
3
.0

～

W
o
n
g
-M

it
c
h
e
ll

心
電

図
判

定
1

.　
異

常
な

し
　

　
2

.　
要

指
導

　
　

3
.　

要
医

療

S
  

分
  

類
H

  
分

  
類

網
膜

出
血

網
膜

中
心

静
脈

閉
寒

症

(%
)

ヘ
モ

グ
ロ

ビ
ン

A
1

c

(N
G

S
P

値
) 

.

L
D

L
－

コ
レ

ス
テ

ロ
ー

ル
(m

g
/d

l)
1
1
9
以

下
.

中
性

脂
肪

　
　

　
(m

g
/d

l)
1
4
9
以

下

1
.異

常
な

し
2
.要

指
導

3
.要

医
療

4
.判

定
不

能

1
.基

準
該

当
2

.予
備

群
該

当
3
.非

該
当

4
.判

定
不

能

1
.積

極
的

支
援

2
.動

機
付

け
支

援
3
.な

し
(情

報
提

供
)

4
.判

定
不

能

2
：

食
後

1
0
時

間
以

上
、

3
：

食
後

3
.5

時
間

以
上

10
時

間
未

満
、

4：
食

後
3

.5
時

間
未

満

1
.

実
施

な
し

2
.

実
施

あ
り

(理
由

は
必

須
記

載
)

①
既

往
歴

②
診

察
(顔

色
不

良
、

や
せ

) ③
自

覚
症

状
(め

ま
い

､
息

切
れ

､動
悸

)

生
活

習
慣

改
善

必
要

基
準

範
囲

以
内

生
活

習
慣

改
善

必
要

受
診

勧
奨

ﾒ
ﾀ
ﾎ
ﾞ
ﾘ
ｯ
ｸ
ｼ
ﾝ
ﾄ
ﾞ
ﾛ
ｰ
ﾑ

判
定

1
.

実
施

な
し

2
.

実
施

あ
り

(理
由

は
必

須
記

載
)

①
血

圧
収

縮
期

1
4

0
m

m
H

g以
上

又
は

拡
張

期
9

0
m

m
H

g以
上

②
心

疾
患

疑
い

あ
り

③
自

覚
症

状
④

既
往

歴
⑤

喫
煙

⑥
飲

酒
⑦

身
体

測
定

、
診

察
⑧

そ
の

他
(

)

(所
見

名
)

洞
徐

脈
第

2
度

房
室

ブ
ロ

ッ
ク

(W
en

ck
e

ba
ch

)

洞
頻

脈
第

2
度

房
室

ブ
ロ

ッ
ク

(M
o

b
it

z)
   

上
室

期
外

収
縮

Ｐ
Ｒ

短
縮

心
室

期
外

収
縮

不
完

全
右

脚
ブ

ロ
ッ

ク

多
源

性
心

室
期

外
収

縮
完

全
右

脚
ブ

ロ
ッ

ク

連
発

性
心

室
期

外
収

縮
完

全
左

脚
ブ

ロ
ッ

ク

心
房

細
動

左
脚

前
枝

ブ
ロ

ッ
ク

右
軸

偏
位

Ｓ
Ｔ

－
Ｔ

異
常

左
軸

偏
位

陰
性

Ｔ
波

右
室

肥
大

異
常

Ｑ
波

左
室

肥
大

そ
の

他

W
P

W
症

候
群

第
１

度
房

室
ブ

ロ
ッ

ク

１
．

実
施

な
し

２
．

実
施

あ
り

（
理

由
は

必
須

記
載

）

①
血

圧
収

縮
期

14
0m

m
H

g以
上

又
は

拡
張

期
90

m
m

H
g以

上

②
血

糖
1

2
6

m
g

/d
l以

上
又

は
H

b
A

1
c6

.5
％

以
上

（
前

年
含

む
）

③
眼

科
疾

患
の

疑
い

あ
り

④
自

覚
症

状
⑤

既
往

歴

⑥
そ

の
他

（
）

＊
特

定
健

康
診

査
の

結
果

を
踏

ま
え

た
医

師
の

所
見

（
所

見
）

1
.

異
常

認
め

ず

2
.

要
指

導
生

活
習

慣
の

改
善

と
経

過
観

察
が

必
要

3
.

要
医

療
（
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範
囲

以
内

受
診

勧
奨



- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙〔2〕 



様式［１］ 
 

- 7 - 

 

福島市 一般健康診査（生活保護受給者等）実施報告書（  月分） 

 

令和  年  月  日 提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          翌月１５日まで提出願います。（最終提出は１１月１５日まで） 

医療機関コード 

 

医療機関名 

 

担当者名 

 

連絡先電話番号 

電子媒体： CD-R

枚　　数： 1 枚

提出件数： 件 （実人数）

　　75歳未満 　75歳以上

 ＋貧血等

 ＋心電図

 ＋眼底

＋貧血等、心電
図

＋貧血等、眼底

＋心電図、眼底

 ＋全て

追加項目なし
　　　　　　基 本 項 目

　　　　(実人数）

内　訳　（実施件数）

受診時年齢

+クレアチニン・
尿酸・尿潜血

＊再掲
追加項目
実施人数

毎月 CD1枚、一つのファイルに全員入れて下

さい。実施月・対象者別で分ける必要はあり

ません。圧縮（ZIP）かけないでください。 



改正案 改正前 

（別表１）福島市一般健康診査検査料 

検査項目 検査料 

基本項目（必須項目） 8,954円 

血清クレアチニン 121円 

血清尿酸検査 121円 

尿潜血検査 22円 

貧血検査等 231円 

心電図検査 1,430円 

眼底検査（両眼） 2,035円 

 

別紙[１] 特定健康診査受診録 

 国保特定健診同様に心電図検査について変更 

 

附 則 

この要領は、令和 ５年 ５月 １日より施行する。 

（別表１）福島市一般健康診査検査料 

検査項目 検査料 

基本項目（必須項目） 8,899円 

血清クレアチニン 121円 

血清尿酸検査 121円 

尿潜血検査 27円 

貧血検査等 231円 

心電図検査 1,430円 

眼底検査 1,408円 

 

別紙[１] 特定健康診査受診録 

 

福島市一般健康診査（生活保護受給者等健診）（個別）実施要領 新旧対照表 


